
南風原町

★★対象要件★★※いずれにも該当するもの

(１) 保育士資格を有し、令和３年 4月 1日以降に南風原町内の保育所等で
勤務を開始し、１年以上、または2年以上継続して１日６時間以上か
つ月 20日以上勤務する保育士であること。※正規、非正規などの雇用
形態は問いません。
（対象の保育所は、認可保育園、地域型保育施設（小規模保育施設な
ど）、認定こども園となり、認可外保育所は対象ではありません。）

(２) 勤務する保育所等を運営する法人等の役員ではないこと。

(３) 新たに保育士として勤務した日から過去１年以内に、町内にある他の
保育所等において保育士として勤務経験がないこと。

一時金の交付金額

1年以上継続の場合：100,000 円

2年以上継続の場合：さらに 100,000 円

問合せ先

〒901-1195

沖縄県島尻郡南風原町字兼城６８６番地

南風原町役場 民生部こども課

電話：（０９８）８８９－７０２８

FAX：（０９８）８８９－７６５７

保育士のみなさん

お待ちしています！

※ご不明な点は南風原町役場
にお問い合わせください。

保育士就職支援一時金交付事業


